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「採石業の手引き」の改正 新旧対象表（平成２７年１２月２６日） 
改正 現行 

P.６ 

第３２条の２ 

２ 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第３２条の４第１項第１号

から第５号まで及び第７号に該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産

業省令で定める書面を添付しなければならない。 

 

第３２条の４ 都道府県知事は、第３２条の登録を受けようとする者が次の各号のい

ずれかに該当するとき、又は第３２条の２第１項の申請書若しくはその添付書類に重

要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、

その登録を拒否しなければならない。 

 （中略） 

四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から５年を

経過しない者（第７号において「暴力団員等」という。） 

五 法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があ

るもの 

六 その事務所ごとに、次に掲げる者であって第１号から第４号までに該当しないも

のを業務管理者として置いていない者 

 （中略） 

七 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

 

P.６ 

第３２条の２ 

２ 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第３２条の４第１項第１号

から第４号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定

める書面を添附しなければならない。 

 

第３２条の４ 都道府県知事は、第３２条の２第１項の申請書を提出した者が次の各

号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項に

ついて虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録

を拒否しなければならない。 

 （中略） 

 （追加） 

 

 

四 法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があ

るもの 

五 その事務所ごとに、次に掲げる者であって第１号から第３号までに該当しないも

のを業務管理者として置いていない者 

 （中略） 

（追加） 
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改正 現行 

P.６ 

第３２条の６ 採石業者がその事業の全部を譲り渡し、又は採石業者について相続、

合併若しくは分割（その事業の全部を承継させるものに限る。）があったときは、その

事業の全部を譲り受けた者又は相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全

員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後存続する

法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した

法人は、その採石業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又

は相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継す

べき相続人を選定したときは、その者）、合併後存続する法人若しくは合併により設立

した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した邦銀が第３２条の４第１項第

１号から第５号まで又は第７号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。 

 

P.６ 

第３２条の６ 採石業者がその事業の全部を譲り渡し、又は採石業者について相続、

合併若しくは分割（その事業の全部を承継させるものに限る。）があったときは、その

事業の全部を譲り受けた者又は相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全

員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後存続する

法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した

法人は、その採石業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又

は相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継す

べき相続人を選定したときは、その者）、合併後存続する法人若しくは合併により設立

した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した邦銀が第３２条の４第１項第

１号から第４号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。 

P.７ 

第３２条の１０  

 一 第３２条の４第１項第１号、第３号から第５号まで又は第７号のいずれかに該

当することとなったとき。 

 二 第３２条の４第１項第６号に該当することとなった場合において、その該当す

ることとなった日から２週間を経過してもなお同号に該当しているとき。 

 

P.７ 

第３２条の１０ 

一 第３２条の４第１項第１号、第３号又は第４号に該当することとなったとき。 

 

 二 第３２条の４第１項第５号に該当することとなった場合において、その該当す

ることとなった日から２週間を経過してもなお同号に該当しているとき。 
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改正 現行 

P.１５ 

第８条 

２ 

 一 法第３２条の登録を受けようとする者（以下本項において「申請者」という。）

が法第３２条の４第１項第１号から第５号まで及び第７号に該当しない者であること

を誓約する書面 

 二 事務所に置く業務管理者が業務管理者試験に合格した者又は法第３２条の４第

１項第６号ロの規定による認定を受けた者であることを証する書面 

 三 事務所に置く業務管理者が法第３２条の４第１項第１号から第４号までに該当

しない者であることを誓約する書面 

 四  事務所に置く業務管理者が申請者又はその従業員（申請者が法人である場合に

は、その法人の業務を行う役員を含む。）であることを証する書面及び当該業務管理者

の住民票（都道府県知事が住民基本台帳法 （昭和４２年法律第８１号）第３０条の８

第１項 の規定により当該業務管理者に係る同法第３０条の５第１項 に規定する本人

確認情報を利用することができないときに限る。） 

 五 申請者が法人である場合は、その法人の登記事項証明書 

 六 申請者（申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員）及び事務

所に置く業務管理者の生年月日を証する書面 

 

P.１５ 

第８条 

２ 

 一 法第３２条の登録を受けようとする者（以下本項において「申請者」という。）

が法第３２条の４第１項第１号から第４号までに該当しない者であることを誓約する

書面 

 二 事務所に置く業務管理者が業務管理者試験に合格した者又は法第３２条の４第

１項第５号ロの規定による認定を受けた者であることを証する書面 

 三 事務所に置く業務管理者が法第３２条の４第１項第１号から第３号までに該当

しない者であることを誓約する書面 

四 事務所に置く業務管理者が申請者又はその従業員（申請者が法人である場合に

は、その法人の業務を行う役員を含む。）であることを証する書面及び当該業務管理者

の住民票 

 

 

 五 申請者の採石業経歴書 

 六 申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記簿の謄本 
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改正 現行 

P.１５ 

第８条の３ 

２ 

 四  法第３２条の６第１項の規定により合併により採石業者の地位を承継した法

人にあつては、その法人の登記事項証明書 

五  法第３２条の６第１項の規定により分割により採石業者の地位を承継した法

人にあつては、様式第６の２による書面、事業の全部の承継があつたことを証する書

面及びその法人の登記事項証明書 

 

 六  承継人が法第３２条の４第１項第１号から第５号まで及び第７号に該当しな

いことを誓約する書面 

 七 承継人（承継人が法人である場合には、その法人の業務を行う役員）の生年月

日を証する書面 

 

第８条の４ 

２ 前項の場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行なう役員に係るもの

であるときはそれらの者が法第３２条の４第１項第１号から第３号までに該当しない

ことを誓約する書面及び第８条第２項第６号（当該変更に係るものに限る。）に掲げる

書面、当該変更が業務管理者の変更又は事務所の新設に係るものであるときは第８条

第２項第２号から第４号まで及び第６号（当該変更に係るものに限る。）に掲げる書類

を添附しなければならない。 

 

P.１５ 

第８条の３ 

２ 

四 第３２条の６第１項の規定により合併により採石業者の地位を承継した法人に

あっては、その法人の登記簿の謄本 

（追加） 

 

 

 

五 承継人が法第３２条の４第１項第１号から第４号までに該当しないことを誓約

する書面 

（追加） 

 

 

第８条の４ 

２ 前項の場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行なう役員に係るもの

であるときはそれらの者が法第３２条の４第１項第１号から第３号までに該当しない

ことを誓約する書面、当該変更が業務管理者の変更又は事務所の新設に係るものであ

るときは第８条第２項第２号から第４号までに掲げる書類を添附しなければならな

い。 
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改正 現行 

P.１９ 

項 区 分  金 額  

１ 採石法第３２条の登録を受けようとする者 １ ８ ， ０ ０ ０ 円 

２ 採石法第３２条の４第１項第６号イの採石業務管理者試験を受けようとする者   ８ ， ０ ０ ０ 円 

３ 採石法第３２条の４第１項第６号ロの規定による認定を受けようとする者   ８ ， ４ ０ ０ 円 

４ 採石法第３３条の認可を受けようとする者 ５ ２ ， ０ ０ ０ 円 

５ 採石法第３３条の５第１項の認可を受けようとする者 ３ ３ ， ０ ０ ０ 円 

 

１．権限移譲済みの市町村（平成２７年４月１日現在） 

 

 茨木市、泉佐野市、寝屋川市、豊能地域広域連携（箕面市（窓口）、池田市、豊能町、

能勢町）、泉南市、南河内広域事務室（富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、

河南町、千早赤阪村）、高槻市、阪南市、岬町、枚方市、和泉市、羽曳野市、貝塚市、

岸和田市、大東市、熊取町、大阪市、堺市 

 

P.１９ 

項 区 分  金 額  

１ 採石法第３２条の登録を受けようとする者 １ ８ ， ０ ０ ０ 円 

２ 採石法第３２条の４第１項第５号イの採石業務管理者試験を受けようとする者   ８ ， ０ ０ ０ 円 

３ 採石法第３２条の４第１項第５号ロの規定による認定を受けようとする者   ８ ， ４ ０ ０ 円 

４ 採石法第３３条の認可を受けようとする者 ５ ２ ， ０ ０ ０ 円 

５ 採石法第３３条の５第１項の認可を受けようとする者 ３ ３ ， ０ ０ ０ 円 

 

１．権限移譲済みの市町村（平成２６年１月１日現在） 

 

 茨木市、泉佐野市、寝屋川市、豊能地域広域連携（箕面市（窓口）、池田市、豊能町、

能勢町）、泉南市、南河内広域事務室（富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、

河南町、千早赤阪村）、高槻市、阪南市、岬町、枚方市、和泉市、羽曳野市、貝塚市、

岸和田市、大東市、熊取町 

 

P.２０ 

③
登
録
の
申
請 

登録の拒否要件（法第 32条の４第１項） 

第 1号 本法違反による罰金以上の刑に処せられてから 2年以内の者（法第 43・44条） 

第 2号 ⑱の登録の取消処分を受けてから２年以内の者（法第 32条の 10第１項） 

第 3号 ⑱の登録の取消処分を受けてから２年以内の法人の業務執行役員がいる（法第 32条の 10第１項） 

第 4号 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第 2条） 

第 5号 法人の業務執行役員で第１号から第４号の該当者がいる 

第 6号 業務管理者が不適格（法第 32条の 13第１項） 

第 7号 暴力団員等がその事業活動を支配する者 
 

P.２０ 

③
登
録
の
申
請 

登録の拒否要件（法第 32条の４第１項） 

第 1号 本法違反による罰金以上の刑に処せられてから 2年以内の者（法第 43・44条） 

第 2号 ⑱の登録の取消処分を受けてから２年以内の者（法第 32条の 10第１項） 

第 3号 ⑱の登録の取消処分を受けてから２年以内の法人の業務執行役員がいる（法第 32条の 10第１項） 

第 4号 法人の業務執行役員で第１号から第４号の該当者がいる 

第 5号 業務管理者が不適格（法第 32条の 13第１項） 
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改正 現行 

P.２０ 

⑱
登
録
の
取
消 

登録の取消要件（法第 32条の 10第１項） 

第 1号 ③の登録の拒否要件に該当する

こととなったとき 第 2号 

第 3号 登録事項の変更届義務違反（法

32条の７）   

第 4号 ⑨の採取計画の認可を受けない

で岩石の採取を行なったとき   

第 5号 
⑰の認可の取消処分を受けたとき 

 

第 6号 不正な手段により登録を受

けたとき 

  

P.２０ 

⑱
登
録
の
取
消 

登録の取消要件（法第 32条の 10） 

第 1号 ③の登録の拒否要件に該当する

こととなったとき 第 2号 

第 3号 登録事項の変更届義務違反（法

32条の７）   

第 4号 ⑨の採取計画の認可を受けない

で岩石の採取を行なったとき   

第 5号 

⑰の認可の取消処分を受けたとき 

 

第 6号 不正な手段により登録を受

けたとき 
 

P.２１ 

採石業務管理者が 

従業員であることを証する書面 

次のいずれかの書面 

・雇用証明書、雇用契約書の写し 

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 

・社会保険の被保険者証の写し 

・源泉徴収票の写し 

注１ 

生年月日を証する書面 

（申請者、業務役員、採石業務管理者） 

・生年月日の記載がある公的機関が発行した 

 書類の写し（運転免許証、住民票（原本）等） 
 

【注１】 

・法人の代表者又は個人事業主が業務管理者の場合は不要です。 

 

P.２１ 

採石業務管理者の継続雇用を 

証明する書面 

次のいずれかの書面 

・社会保険の被保険者証の写し 

・雇用保険の決定通知書の写し 

・源泉徴収票の写し 

・その他雇用関係を確認できる公的機関

の発行する書類の写し 

 

 

（追加） 
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改正 現行 

P.２２ 
提出部数：正１部、副１部 

□登録事項変更届書〔様式第７〕に下記の書類を添付 

変更（追加）の内容 必   要   書   類 

登録者の氏名、名称及び住所 
個人：住民票 
法人：法人の登記事項証明書 

法人の業務を行う役員の氏名 
法人の登記事項証明書 
誓約書（業務役員）  様式第１の２ 
生年月日を証する書面 【注１】 

事務所の所在地及び名称 なし 

採石業務管理者の氏名 

採石業務管理者試験合格書の写し又は採石業務管理者認定書の写し 
誓約書（採石業務管理者） 様式第１の３ 
採石業務管理者に関する証明書 様式第１の４ 
住民票（採石業務管理者） 

採石業務管理者が従業員 

であることを証する書面 
【注２】 

生年月日を証する書面 【注１】 

【注１】 

生年月日の記載がある公的機関が発行した書類の写し（運転免許証、住民票（原本）等） 

【注２】 

次のいずれかの書面 

・雇用証明書、雇用契約書の写し 

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 

・社会保険の被保険者証の写し 

・源泉徴収票の写し 

※ 副本の返却を郵送で希望する場合は、返信用封筒（切手を貼付し、返信先を記入したもの）が必要です。 

 

P.２２ 
 

□ 添付書類 

区   分 必   要   書   類 

①個人の住所、氏名に係る変更の場合 住民票 
②法人の住所、名称、事務所の名称、

所在地に係る変更の場合 
法人の登記事項証明書 

③法人の業務を行う役員（監査役を除

くすべての役員）に係る変更の場合 
変更役員の誓約書 様式第１号の２ 
法人の登記事項証明書 

④業務管理者に係る変更(追加)の場合 

業務管理者試験合格書の写し又は業務管理者認定書の写し 
業務管理者の誓約書 様式第１号の３ 
業務管理者に関する証明書 様式第１号の４ 
業務管理者の住民票 

採石業務管理者の継続雇用

を証明する書面 

次のいずれかの書面 

・社会保険の被保険者証の写し 

・雇用保険の決定通知書の写し 

・源泉徴収票の写し 

・その他雇用関係を確認できる公

的機関の発行する書類の写し 

 （追加） 
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改正 現行 

P.２３ 
提出部数：正１部、副１部 

□採石業承継届書〔様式第３号〕（大阪府において採石業者として登録を受けていない

業者が事業の全部譲渡等により採石業者の地位を承継したときは、様式第４号）に下

記の書類を添付 

区分 必要書類 

事業の全部を譲り受けた者 

採石業者事業譲渡証明書 様式第４号の２ 

事業の全部の譲渡があっ

たことを証する書面 

採取地が自己の

土地の場合 
土地登記事項証明書 

採取地が他人の

土地の場合 

土地賃貸借契約書の写し又は

同意書の写し又は土地売買予

約契約書等の写し 

相

続 

承継人が２以上の相続人の全員

の同意により選定されたもの 

採石業者相続同意証明書 様式第５ 

承継人の戸籍謄本 

・相続人が一人であるとき 

・共同して相続したとき 

採石業者相続証明書 様式第６ 

承継人の戸籍謄本 

法人の合併による場合 法人の登記事項証明書 

法人の分割による場合 
採石業者事業承継証明書 様式第６の２ 

法人の登記事項証明書 

上記共通 

承継人の誓約書 様式第１の１ 

生年月日を証する書面 

【注１】 

承継人 

法人の場合は、業務役員 

【注１】 

生年月日の記載がある公的機関が発行した書類の写し（運転免許証、住民票（原本）等） 

※ 副本の返却を郵送で希望する場合は、返信用封筒（切手を貼付し、返信先を記入したもの）が必要です。 

 

P.２３ 
 

□ 添付書類 

 

 

区   分 必   要   書   類 

①事業の全部を譲り受けた

場合 

採石業者事業譲渡証明書 様式第４号の２ 

事業の全部の譲渡があっ

たことを証する書面 

採取地が自己の

土地の場合 

土地登記簿謄本 

 

採取地が他人の

土地の場合 

契約書又は同意書の写し又は

土地売買予約契約書等の写し 

承継人の誓約書 様式第１号の１又は第１号の２ 

②承継人が 2 以上の相続人

の全員の同意により選定さ

れたものである場合 

採石業者相続同意証明書 様式第５号 

承継人の戸籍謄本  

承継人の誓約書 様式第１号の２ 

③相続人が 1 である場合又

は相続人が共同で相続した

場合 

採石業者相続証明書 様式第６号 

承継人の戸籍謄本  

承継人の誓約書 様式第１号の２ 

④合併の場合 
法人の登記簿謄本  

承継人の誓約書 様式第１号の１又は第１号の２ 

⑤分割の場合 

採石業者事業承継証明書 様式第６号の２ 

法人の登記簿謄本  

承継人の誓約書 様式第１号の１又は第１号の２ 

 （追加） 

 

P.２５～３７ （様式の変更）  

P.４０ 

 採石業務管理者試験合格証又は採石業務管理者認定証を破損、紛失し再交付を受け

ようとする者は、再交付申請書を、当該合格証又は認定証を交付した都道府県知事に

提出する。 

P.４０ 

 採石業務管理者試験合格証及び認定証を破損、紛失し再交付を受けようとする者は、

再交付申請書を、当該合格証及び認定証を交付した都道府県知事に提出する。 


